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二--１■■■■■■■審査請求人

’一処分庁 大和市福祉事務所長

審査請求に
係る処分

平成２５年５月１６日付け生活保護廃
止決定処分

平成２５年６月２日付けで審査請求人から提起のあった生活保護法（昭和
２５年法律第１４４号。以下「法」という｡）に関する上記処分について、次の
とおり裁決する。

主 文
本件審査請求に係る大和市福祉事務所長が行った平成２５年５月１６日付け

生活保護廃止決定処分については、これを取り消す。

理 由
１ 事 実
審査請求人■(以下｢請求人｣という｡)が審査庁に提出した審査

請求書及び反論書並びに大和市福祉事務所長（以下「処分庁」という｡）から
提出された弁明書及び関係書類に基づき、次の事実を認定する。
（１）平成２１年８月１日付けで、処分庁は、請求人の保護を開始したこと。
（２）平成２４年７月５日、処分庁は、保護費の受領のため来庁した請求人と
面接をし、求職活動状況報告書が提出されていないことから、毎月報告す
るよう請求人に伝えたこと。

（３）同年１１月５日、処分庁は、請求人から求職活動状況報告書が提出され
ていないことから、請求人に電話をし、求職活動状況報告書を至急、提出
するよう伝えたこと。
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場作業等も念頭におき、求職活動を行うよう伝えたこと。なお、文書によ
る指導指示の理由及び内容は以下のとおりであること。

理由
平成２５年４月５日付けで文書指導指示した内容が正しく履行され

ていないことによる。
指導指示事項
「生活保護制度は、あなたが希望する職業に就けるまで無期限で生

活を保障する制度ではありません。あなたには今すぐ活用が可能な稼
働能力があります。長期にわたりあなたは自身の希望の職業を対象に
求職活動を行ってきたようですが、未だ就職・自立が実現していませ
ん。もはや、あなたの希望だけを優先して就職活動できる状況ではあ
りません。制度の趣旨をよく理解し、自立へ向けて早期就職が可能な
職業を探してください。
精力的に求職活動を行い、早急に稼働能力を活用してください。業

種や職種を限定せず、求職活動を行い、あなたが稼働能力を早急に活
用できる就職先を探してください。求職活動については、ハローワー
クを十分に活用し、生活保護法に基づく助言や指導については真筆に
受け止め、積極的に就労・求職活動を行ってください。
次に定める指定日時までに、あなたが真筆に就職活動に取り組んだ
と福祉事務所が認めるに足りる就職活動結果を、ハローワークで交付
を受けた紹介状及び求人票とともに報告してください｡」
指定日時
平成２５年４月１９日（金）午前９時００分
同日、請求人は、処分庁に電話をし、指導指示違反により保護が廃止

ア

イ

ウ

(１４）同日、請求人は、処分庁に電話をし、指導指示違反により保護が廃止
になる前の弁明の機会について照会するとともに、改めて、ITネットワ
ーク系企業の技術職を目指すことが就職への近道であると申し立てたこと。

(１５）同年４月１９日、請求人は、処分庁に来庁し、求職活動状況報告書を
提出したこと。当該報告書には、同年４月に、求職先４件について、「紹介
状の発行｣、「応募書類を郵送｣、「４／１２に紹介状発行と連絡をしたが、
キャンセル｣、「不採用｣、また、「ハローワークでプリントアウトした求人
票をhpで詳細確認」等と記載されていたこと。
処分庁は、当該報告書の内容は、指導指示を履行したとはいえないが、



面接の結果、請求人より、指導指示内容を理解した旨の発言があったこと
から、指導指示を継続し、１週間後に取組み結果を確認することとしたこ
と。

(１６）同年４月２６日、請求人は、処分庁に来庁し、求職活動状況報告書を
提出したこと。当該報告書には、同年４月に、求職先２件について、「紹介
状発行｣、「書類にて応募｣、また、「前日にプリントアウトした求人票の会
社についてインターネットで調べる｡」等と記載されていたこと。なお、請
求人は、営業職を探してみたが、経験等で条件に合わなかった旨、申し立
てたこと。
処分庁は、請求人の経験、年齢から就職の実現性がある求職活動をしてい
るとはいえないことを指摘したが､請求人は、自分のやり方が最も自立へ近
いと主張し、信念を曲げないことから、請求人に対し、３度目の法第２７条
に基づく文書による指導指示を行ったこと。なお、文書による指導指示の理
由及び内容は以下のとおりであること。
ア 理 由

「平成２５年４月５日付け及び平成２５年４月１２日付けで文書指
導指示した内容が正しく履行されていない」ことによる
指導指示事項
「生活保護制度は、あなたが希望する職業に就けるまで無期限で生

活を保障する制度ではありません。あなたには今すぐ活用が可能な稼
働能力があります。長期にわたりあなたは自身の希望の職業を対象に
求職活動を行ってきたようですが、未だ就職・自立が実現していませ
ん。もはや、あなたの希望だけを優先して就職活動できる状況ではあ
りません。制度の趣旨をよく理解し、自立へ向けて早期就職が可能な
職業を探してください。
精力的に求職活動を行い、早急に稼働能力を活用してください。業

種や職種を限定せず、求職活動を行い、あなたが稼働能力を早急に活
用できる就職先を探してください。求職活動については、ハローワー
クを十分に活用し、生活保護法に基づく助言や指導については真蟄に
受け止め、積極的に就労・求職活動を行ってください。
次に定める指定日時までに、あなたが真蟄に就職活動に取り組んだ

と福祉事務所が認めるに足りる就職活動結果を、ハローワークで交付
を受けた紹介状及び求人票とともに報告してください｡」
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違反したときは、保護の変更、停止又は廃止をすることができる｡」（同条
第３項）としている。ただし、この場合において、保護の実施機関は、「当
該被保護者に対して弁明の機会を与えなければならない。この場合におい
ては、あらかじめ、当該処分をしようとする理由、弁明をすべき日時及び
場所を通知しなければならない｡」（同条第４項）と、被保護者が義務に違
反した場合における、保護の停止及び廃止を行う際の手続きについて規定
している。

（３）そして、局長通知第１１の２の（４）は、「法第２７条による指導指示は、
口頭により直接当該被保護者（中略）に対して行うことを原則とするが、
これによって目的を達せられなかったとき、または目的を達せられないと
認められるとき、及びその他の事由で口頭によりがたいときは、文書によ
る指導指示を行うこととする。当該被保護者が文書による指導指示に従わ
なかったときは、必要に応じて法第６２条により所定の手続を経たうえ当
該世帯又は当該被保護者に対する保護の変更、停止又は廃止を行うこと｡」
と定めている。

（４）「生活保護法による保護の実施要領の取扱いについて」（昭和３８年４月
１日付け社保第３４号厚生省社会局保護課長通知。以下「課長通知」とい
う｡）問（第１１の１）の答は、「被保護者が書面による指導指示に従わな
い場合には、必要と認められるときは、法第６２条の規定により、所定の
手続を経たうえ、保護の変更、停止又は廃止を行うこととなるが、当該要
保護者の状況によりなお効果が期待されるときは、これらの処分を行うに
先立ち、再度、法第２７条により書面による指導指示を行うこと。なお、
この場合において、保護の変更、停止又は廃止のうちいずれを適用するか」
の基準について、以下の３点を掲げている。
「１当該指導指示の内容が比較的軽微な場合は、その実情に応じて適当
と認められる限度で保護の変更を行うこと。
２１によることが適当でない場合は保護を停止することとし、当該被保
護者が指導指示に従ったとき、又は事情の変更により指導指示を必要と
した事由がなくなったときは、停止を解除すること。
なお、保護を停止した後においても引き続き指導指示に従わないでい

る場合には、さらに書面による指導指示を行うこととし、これによって
もなお従わない場合には、法第６２条の規定により所定の手続を経たう
え、保護を廃止すること。
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１によることが適当でない場合は保護を停止することとし、当該被保護者
が指導指示に従ったとき、又は事情の変更により指導指示を必要とした事
由がなくなったときは、停止を解除すること。なお、保護を停止した後に
おいても引き続き指導指示に従わないでいる場合には、さらに書面による
指導指示を行うこととし、これによってもなお従わない場合は、法第６２
条の規定により所定の手続を経たうえ、保護を廃止すること｡」と、一旦、
保護の停止を経て保護を廃止することを原則とする取扱いを規定している。
その上で、課長通知問（第１１の１）の答の３により、「(同答の）２の規

定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は保護を廃止すること｡」と
し、「（３）保護の停止を行うことによっては当該指導指示に従わせることが
著しく困難であると認められるとき｡」と、例外としての取扱いを規定して
いる。
ところで、法は、「生活に困窮するすべての国民に対し、（中略）その最低

限度の生活を保障するとともに、その自立を助長」（法第１条）することを
目的とする中で、「保護の実施機関は、被保護者に対して、（中略）保護の目
的達成に必要な指導又は指示をすることができる｡」（法第２７条第１項）と
定めている。
こうした生活保護制度の趣旨及び被保護者が指導指示に従わないことに

より保護を廃止する場合の手続きを規定した課長通知の趣旨に鑑みると､保
護の停止を経ずに保護を廃止する取扱いは、その適用により、以降、保護の
実施機関が、被保護者に対する指導指示の機会を逸すると同時に、受給者の
最低限度の生活の保障を損なう可能性を含む重大な処分であることを念頭
において、慎重に適用すべきであるといえる。
このことを勘案すると、保護の停止を経ずに保護を廃止する取扱いは、保

護の実施機関が指導指示を実質的になし得ないなど､当該取扱いを適用せざ
るを得ない場合に限定的に適用できるものと解すべきである。

（８）この観点から、本件処分を検討すると、処分庁は、本件処分に当たって、
ケース診断会議を実施し、「停止を含めた処分の検討をした結果、指導指示
内容が明らかに不履行である状態と認められ｣、請求人に対して「これ以上
保護を実施することは適当でなく、保護廃止が適当である」との診断結果
に至ったとしているものの、保護の停止を行うことによっては当該指導指
示に従わせることが著しく困難で、原則としての取扱いにはよりがたい理
由は見当たらない。

､



（９）したがって、処分庁は、本件処分に先立ち、一旦は保護の停止により、
請求人が指導指示に従うよう、指導を試みるべきであり、本件処分は何ら
不当なものではないとする処分庁の主張は支持できず、本件処分には暇疵
があると言わざるを得ない。

よって、本件処分を取り消すべきとする請求人の主張には理由があるから、
行政不服審査法（昭和３７年法律第１６０号）第４０条第３項の規定により、
主文のとおり裁決する。

平成２６年４月２日

神奈川県知事 黒岩・祐
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